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ギャンブル等依存症対策基本法（平成三十年法律第七十四号）（令和七年一部改正） 

 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 ギャンブル等依存症対策推進基本計画等（第十二条・第十三条） 

第三章 基本的施策（第十四条―第二十三条） 

第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部（第二十四条―第三十六条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、ギャンブル等依存症がギャンブル等依存症である者等及びその家族の

日常生活又は社会生活に支障を生じさせるものであり、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯

罪等の重大な社会問題を生じさせていることに鑑み、ギャンブル等依存症対策に関し、基

本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル等依

存症対策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ

計画的に推進し、もって国民の健全な生活の確保を図るとともに、国民が安心して暮らす

ことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等（法律の定めるとこ

ろにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条及び

第九条の二第二項第一号において同じ。）にのめり込むことにより日常生活又は社会生活

に支障が生じている状態をいう。 

（基本理念） 

第三条 ギャンブル等依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければなら

ない。 

一 ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復のための対

策を適切に講ずるとともに、ギャンブル等依存症である者等及びその家族が日常生活及

び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。 

二 ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、ギャンブル等依存症が、多重債務、

貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連することに鑑み、ギャンブル等依存症に

関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策

との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。 

（アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮） 

第四条 ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬物等に対する依存

に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。 

（国の責務） 

第五条 国は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第六条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、

国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 

（関係事業者の責務） 

第七条 ギャンブル等の実施に係る事業のうちギャンブル等依存症の発症、進行及び再発に

影響を及ぼす事業を行う者（第十五条及び第三十三条第二項において「関係事業者」とい

う。）は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力するとともに、

その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等（発症、進行及び再発の防

止をいう。以下同じ。）に配慮するよう努めなければならない。 

資料１ 
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（国民の責務） 

第八条 国民は、ギャンブル等依存症問題（ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ずる

多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題をいう。以下同じ。）に関する関心と理解を

深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うよう努めなければならない。 

（ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務） 

第九条 医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する

業務に従事する者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、

ギャンブル等依存症の予防等及び回復に寄与するよう努めなければならない。 

（違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止） 

第九条の二 インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者（ウェブサイ

トにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない

者を除く。）は、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オ

ンラインギャンブル等プログラムを提示する行為 

二 インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル

等に誘導する情報を発信する行為 

２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 違法オンラインギャンブル等 ギャンブル等のうち、国内においてインターネット

を利用して違法に行われるもの 

二 違法オンラインギャンブル等ウェブサイト ウェブサイトのうち、当該ウェブサイ

トにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの 

三 違法オンラインギャンブル等プログラム プログラムのうち、当該プログラムの利

用に際し違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの 

（ギャンブル等依存症問題啓発週間） 

第十条 国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャン

ブル等依存症問題啓発週間を設ける。 

２ ギャンブル等依存症問題啓発週間は、五月十四日から同月二十日までとする。 

３ 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実

施されるよう努めるものとする。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、ギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

 

第二章 ギャンブル等依存症対策推進基本計画等 

（ギャンブル等依存症対策推進基本計画） 

第十二条 政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャン

ブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画（以下「ギャンブル等依存症対策推進基本

計画」という。）を策定しなければならない。 

２ ギャンブル等依存症対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策

の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。 

３ 内閣総理大臣は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案につき閣議の決定を求めな

ければならない。 

４ 政府は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国

会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければな

らない。 

５ 政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をイン

ターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

６ 政府は、ギャンブル等依存症に関する状況の変化を勘案し、並びに第二十三条に規定す

る調査の結果及びギャンブル等依存症対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年
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ごとに、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときに

は、これを変更しなければならない。 

７ 第三項及び第四項の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更について準用

する。 

（都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画） 

第十三条 都道府県は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を基本とするとともに、当該

都道府県の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画（以下この条におい

て「都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画」という。）を策定するよう努めなければ

ならない。 

２ 都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）

第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第八条

第一項に規定する都道府県健康増進計画、アルコール健康障害対策基本法（平成二十五年

法律第百九号）第十四条第一項に規定する都道府県アルコール健康障害対策推進計画その

他の法令の規定による計画であってギャンブル等依存症対策に関連する事項を定めるもの

と調和が保たれたものでなければならない。 

３ 都道府県は、当該都道府県におけるギャンブル等依存症に関する状況の変化を勘案し、

並びに第二十三条に規定する調査の結果及び当該都道府県におけるギャンブル等依存症対

策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、都道府県ギャンブル等依存症対

策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなけれ

ばならない。 

 

第三章 基本的施策 

（教育の振興等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、国民がギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深

め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職

場、地域その他の様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育及び学習の振興

並びに広報活動等（第九条の二第二項第一号に掲げる違法オンラインギャンブル等を行う

ことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を含む。）を通じたギャンブル等依

存症問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。 

（ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施） 

第十五条 国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事

業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症

の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとする。 

（医療提供体制の整備） 

第十六条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等がその居住する地域にか

かわらず等しくその状態に応じた適切な医療を受けることができるよう、ギャンブル等依

存症に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関の整備その他の医療提供体制の整備を図

るために必要な施策を講ずるものとする。 

（相談支援等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、精神保健福祉センター（精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第六条第一項に規定する精神保健福祉セン

ターをいう。第二十条において同じ。）、保健所、消費生活センター（消費者安全法（平

成二十一年法律第五十号）第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをいう。

第二十条において同じ。）及び日本司法支援センター（総合法律支援法（平成十六年法律

第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。第二十条において同

じ。）における相談支援の体制の整備その他のギャンブル等依存症である者等及びその家

族に対するギャンブル等依存症問題に関する相談支援等を推進するために必要な施策を講

ずるものとする。 
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（社会復帰の支援） 

第十八条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等の円滑な社会復帰に資す

るよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動に対する支援） 

第十九条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってその

予防等及び回復を図るための活動その他の民間団体が行うギャンブル等依存症対策に関す

る自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 

（連携協力体制の整備） 

第二十条 国及び地方公共団体は、第十四条から前条までの施策の効果的な実施を図るた

め、第十六条の医療機関その他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活セ

ンター、日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体等の間における連携協力体制

の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の確保等） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャン

ブル等依存症対策に関連する業務に従事する者について、ギャンブル等依存症問題に関し

十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものと

する。 

（調査研究の推進等） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症の予防等、診断及び治療の方法に

関する研究その他のギャンブル等依存症問題に関する調査研究の推進並びにその成果の普

及のために必要な施策を講ずるものとする。 

（実態調査） 

第二十三条 政府は、三年ごとに、ギャンブル等依存症問題の実態を明らかにするため必要

な調査を行い、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ

ならない。 

第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部 

（設置） 

第二十四条 ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、ギャン

ブル等依存症対策推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 

二 関係行政機関がギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する施策の総合

調整及び実施状況の評価に関すること。 

三 前二号に掲げるもののほか、ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画及び立案並

びに総合調整に関すること。 

２ 本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議の

意見を聴かなければならない。 

一 ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき。 

二 前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。 

３ 前項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の

変更の案の作成について準用する。 

（組織） 

第二十六条 本部は、ギャンブル等依存症対策推進本部長、ギャンブル等依存症対策推進副

本部長及びギャンブル等依存症対策推進本部員をもって組織する。 

（ギャンブル等依存症対策推進本部長） 

第二十七条 本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長（以下「本部長」という。）

とし、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 
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（ギャンブル等依存症対策推進副本部長） 

第二十八条 本部に、ギャンブル等依存症対策推進副本部長（以下「副本部長」という。）

を置き、国務大臣をもって充てる。 

２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。 

（ギャンブル等依存症対策推進本部員） 

第二十九条 本部に、ギャンブル等依存症対策推進本部員（次項において「本部員」とい

う。）を置く。 

２ 本部員は、次に掲げる者（第一号から第十号までに掲げる者にあっては、副本部長に充

てられたものを除く。）をもって充てる。 

一 国家公安委員会委員長 

二 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十一条の特命担当大臣 

三 内閣府設置法第十一条の二の特命担当大臣 

四 総務大臣 

五 法務大臣 

六 文部科学大臣 

七 厚生労働大臣 

八 農林水産大臣 

九 経済産業大臣 

十 国土交通大臣 

十一 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の

所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者 

（資料提供等） 

第三十条 関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、ギャンブル等依

存症に関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供

しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、

本部の所掌事務の遂行に必要なギャンブル等依存症に関する資料又は情報の提供及び説明

その他必要な協力を行わなければならない。 

（資料の提出その他の協力） 

第三十一条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方公共団

体、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定

する独立行政法人をいう。）及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法

律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。）の長並びに特殊法人

（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立さ

れた法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第八号の規

定の適用を受けるものをいう。）の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その

他必要な協力を求めることができる。 

２ 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（ギャンブル等依存症対策推進関係者会議） 

第三十二条 本部に、第二十五条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）に規

定する事項を処理するため、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議（次条において「関

係者会議」という。）を置く。 

第三十三条 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。 

２ 関係者会議の委員は、ギャンブル等依存症である者等及びその家族を代表する者、関係

事業者並びにギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、内閣総理

大臣が任命する。 

３ 関係者会議の委員は、非常勤とする。 
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（事務） 

第三十四条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補

が掌理する。 

（主任の大臣） 

第三十五条 本部に係る事項については、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう主任の

大臣は、内閣総理大臣とする。 

 

（政令への委任） 

第三十六条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

（検討） 

２ 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結

果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

３ 前項に定める事項のほか、この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途と

して、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるとき

は、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 
 

附 則 （令和三年法律第三六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 

 

附 則 （令和七年法律第七六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 
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平成三十年七月五日 

参議院内閣委員会 

 

ギャンブル等依存症対策基本法案に対する附帯決議 

 

本法の施行に当たっては、次の諸点について適切に対応するべきである。 

 

一 政府は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づくギャンブル等依存症対策の実

効性を最大限確保するため、徹底したＰＤＣＡサイクルに基づく取組を推進すること。 

 

二 政府は、本法の基本理念にのっとり、包括的なギャンブル等依存症対策の必要性につ

いて留意しつつ、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の策定に際しては、啓発を含む

広告及び宣伝の在り方、入場管理の在り方、本人や家族の申告に基づく利用制限の在り

方、相談窓口の在り方、インターネット投票における対応の在り方等を検討すること。 

 

三 政府は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の策定及び施策の推進に当たっては、

ギャンブル等依存症の患者等の支援等を始めとする取組の実態を十分に調査の上、必要

とされる対策を検討すること。 

 

四 本法第七条に定める関係事業者は、本法がギャンブル等依存症により不幸な状況に陥

る人をできるだけ少なくするためのものであることを踏まえ、その事業活動を行うに当

たっては、ギャンブル等依存症の予防等に可能な限り配慮すること。 

 

五 政府は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の期間を定めた理由が、新年度に新たに大

学生・社会人となった青少年や若い世代に対し、ギャンブル等依存症問題への関心と理

解を深める機会を設けること等に鑑み、青少年に対しギャンブル等依存症問題に係る知

識の普及に徹底して取り組むこと。 

 

六 政府は、ギャンブル等依存症対策とアルコール、薬物等に対する依存に関する施策と

の有機的な連携を図りつつ、適切な予算の策定を行うよう配慮し、ギャンブル等依存症

対策を着実に進めるための予算の確保に努めること。 

 

七 政府は、ギャンブル等依存症が適切な治療と支援により回復が可能な疾患であること

など、ギャンブル等依存症に関する正しい知識の普及を図ること。 

 

八 政府は、ギャンブル等依存症対策に係る連携協力体制の整備について、民間団体の取

組と地域における公的機関との連携が確保されるものとなるよう、必要な施策を検討す

ること。 

九 政府は、ギャンブル等依存症の治療に有効な薬物、治療方法や早期介入技法な 

ど、診断、治療、支援の方法に関する研究を推進するために、必要な措置を検討するこ

と。 

 

十 政府は、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議の運営に当たっては、本法の基本理

念にのっとり、ギャンブル等依存症である者等及びその家族の意見を十分に聴取するこ

と。 

 

十一 警察当局は、違法に行われるギャンブル等について、取締りを一層強化すること。 

 

右決議する。 

資料２ 



 
- 79 - 

 

 

 

ギャンブル等依存症対策推進基本計画 令和７年変更【概要】 

第１章 基本的考え方等 

第２章 取り組むべき具体的施策 

Ⅰ 関係事業者の取組 

Ⅰ－１～３ 公営競技における取組 

・指針を踏まえた広告・宣伝の抑制 

・インターネット投票におけるアクセス制限制度の活用、インターネット投票利用者の投票

データの分析等 

・相談体制の強化 

Ⅰ－４ ぱちんこにおける取組 

・全国的な指針を踏まえた広告・宣伝の抑制 

・自己申告・家族申告プログラムの運用改善と利用促進に向けた広報の強化 

・ぱちんこ営業所の ATM 等の撤去等 

・相談体制の強化及び機能拡充のための支援 
 
Ⅱ 予防教育・普及啓発 

・効果的な普及啓発の実施 

・消費者向けの総合的な情報提供、青少年等に対する普及啓発 

・学校教育における指導の充実、金融経済教育における啓発 

・職場における普及啓発 
 
Ⅲ 依存症対策の基盤整備・様々な支援 

・各地域の包括的な連携協力体制の構築及び連携協力の推進 

・相談拠点等における相談等の支援 

・全都道府県・政令指定都市における専門医療機関等の早期整備を含む精神科医療の充実 

・自助グループを始めとする民間団体等に対する支援 

・医師の養成を始めとする人材の確保 
 
Ⅳ 調査研究・実態調査 

・精神保健医療におけるギャンブル等依存症問題の実態把握 
 
Ⅴ 多重債務問題等への取組 

・貸付自粛制度の適切な運用確保及び制度の周知 

・宝くじにおける取組の推進 
 
Ⅵ オンラインカジノ等違法に行われるギャンブル等への取組 

・オンラインカジノ等違法に行われるギャンブル等の取締りの強化 

・オンラインカジノの違法性等についての広報啓発・教育 

・オンラインカジノサイトへのアクセスに関する対策の推進 
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愛知県ギャンブル等依存症対策推進協議会設置要綱 

（目的） 

第１条 ギャンブル等依存症対策に関して、関係機関及び民間団体等と協議を行い、もって

本県におけるギャンブル等依存症対策を総合的に推進するため、ギャンブル等依存症対策

推進協議会（以下「協議会」という。）を開催する。 

（検討事項） 

第２条 協議会は、次号に掲げる事項について所掌する。 

（１）ギャンブル等依存症対策の取組の方向性に関すること 

（２）ギャンブル等依存症対策の取組の検証に関すること 

（３）ギャンブル等依存症対策基本法に基づく県計画の策定に関すること 

（４）その他ギャンブル等依存症対策の推進に関して必要な事項 

 

（構成） 

第３条 協議会は別表に掲げる委員により構成する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任は妨げないものとする。 

３ 委員が欠けた場合に委嘱できる補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。 

４ 委員が団体の代表として選任されている場合は、検討事項等により委員に代わりその団

体から代理を出席させることができる。 

 

（座長） 

第４条 推進会議に座長を置く。 

２ 座長は、委員の互選により選出する。 

３ 座長は会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 座長が不在のとき、又は座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指定する委員がそ

の職務を代理する。 

 

（運営） 

第５条 協議会は、愛知県保健医療局長が招集する。 

２ 愛知県保健医療局長は、緊急の必要があると認めた場合、その他やむを得ない場合には、

協議会の内容及び関係資料を全委員に周知し、委員からの意見を集約し、同意見を反映し

た内容を通知することにより協議会の開催に代えることができる。 

３ 座長は協議会を統括し、協議会の進行にあたる。 

４ やむを得ない場合には、委員の代理の者が出席し、意見を述べることができることとす

る。 

５ 協議会は、必要に応じ委員以外の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

 

（協議会） 

第６条 協議会は原則公開とする。ただし、協議会が次の各号のいずれかの事由により公開

しない旨を決議したときは、この限りではない。 

（１）愛知県情報公開条例（平成 12年 3 月 28 日愛知県条例第 19号）第 7 条に規定する不開

示情報が含まれている事項について調査審議等を行うとき 

（２）協議会を公開することにより、当該協議会の適正な運営に著しい支障が生ずると認め

られる場合 

２ 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。 
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３ 協議会は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞

くことができる。 

４ 会議録は５年間保存する。 

（部会） 

第７条 協議会の庶務は、保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室において処理す

る。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年８月２１日から施行する。 
 【略】 
 附 則 
 この要綱は、令和８年２月 16 日から施行し、令和８年１月 13日から適用する。 
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別 表 
 

愛知県ギャンブル等依存症対策推進協議会委員 
 

  （五十音順 敬称略） 

氏  名 所 属 ・ 職 名   

池田 和憲 愛知県司法書士会 社会事業部長 

(～2025.9.30)福井 秀明 

(2025.10.1～)石原 敏之 日本貸金業協会愛知県支部 事務長 

大河内 智 藤田医科大学病院 准教授 

垣田 泰宏 医療法人成精会刈谷病院 院長 

加藤 敬介 愛知県依存症専門医療機関（ギャンブル等依存症） 

堀クリニック 臨床心理士 

川岸 伸矢 愛知県競馬組合総務広報課 課長 

川畑 明義 蒲郡市ボートレース事業部次長（経営企画担当）兼 経営企画課 

課長 
(～2026.1.12)飯田 悦子 

(2026.1.13～)関 美枝子 
ギャマノン名古屋竹の子 

内藤 千昭 名古屋市依存症治療拠点機関（ギャンブル等依存症） 

西山クリニック 精神保健福祉士 

中島 亮一 名古屋市健康福祉局健康部 担当課長 

舩橋 克明 愛知県医師会 理事 

増井 恒夫 愛知県保健所長会（愛知県豊川保健所 所長） 

松本 知美 公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会（愛知事務所） 

水谷 大太郎 愛知県弁護士会（水谷法律事務所 弁護士） 

水野 正樹 愛知県遊技業協同組合 専務理事 

山本 かおり 愛知県精神保健福祉士協会 

（桶狭間病院藤田こころケアセンター 精神保健福祉士） 

匿名 ギャンブル等依存症当事者 
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愛知県ギャンブル等依存症対策推進計画策定経過 

 
年月日 策定経過 

2018 年 ７月１３日 
 

１０月 ５日 
 

2019 年 ４月１９日 

 

2020 年 ３月３１日 

ギャンブル等依存症対策基本法 公布 
 
ギャンブル等依存症対策基本法 施行 
 
国が「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を策定 
 
愛知県ギャンブル等依存症対策推進計画【第１期】 公表 

2022 年 ３月２５日 

 

 

2023 年 ３月３１日 

国が「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を改定 
（令和４年変更） 
 
愛知県ギャンブル等依存症対策推進計画【第２期】 公表 

2025 年 ３月２１日 

 

 

６月１８日 

 

 

８月２７日 

 

１１月１１日 

 

2026 年１月１３日 

～  

２月１１日 

 

３月１７日 

 

３月２７日 

 

国が「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を改定 
（令和７年変更） 
 
ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律 成立 
（７月１０日公布、９月２５日施行） 
 
第１回愛知県ギャンブル等依存症対策推進協議会 開催 
 
第２回愛知県ギャンブル等依存症対策推進協議会 開催 
 
 
パブリックコメント 実施 
 
 
第３回愛知県ギャンブル等依存症対策推進協議会 開催 
 
愛知県ギャンブル等依存症対策推進計画【第３期】 公表 

  

資料５ 



 
- 84 - 

 

 
 

２０２４年度県政世論調査「ギャンブル等依存症について」(抄) 

 

１ 調査の目的 

  県民生活に関わりの深い県政の各分野の当面する様々な課題について、県民の関心や意

向、要望等を把握し、今後の県政運営に反映するための基礎資料とする。 

 

２ 調査の項目 

（１）県の広報活動について 

（２）自転車用ヘルメットの着用等について 

（３）特殊詐欺について 

（４）「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」について 

（５）「エシカル消費」について 

（６）動物愛護管理について 

（７）「ペット同行避難」について 

（８）「ヤングケアラー」について 

（９）ギャンブル等依存症について 

（10）あいち航空ミュージアムについて 

（11）土地利用対策について 

 

３ 調査の設計 

（１）調査地域 愛知県 

（２）調査対象 県内居住の１８歳以上の県民 

（３）標本数  3,000 人 

（４）抽出方法 層化二段無作為抽出法 

（５）調査方法 郵送・インターネット回答併用 

（６）調査期間 2024 年７月１日（月）から７月 20 日（土）まで 

 

４ 回収結果 

（１）標本数 3,000 人 

（２）回収数 1,514 人（50.5％） 

 

５ 調査回答者の属性 

男性 女性 答えたくない、 
わからない、その他 

無回答 

695 人 795 人 15 人 19 人 

45.2％ 52.5％ 1.0％ 1.3％ 

 

６ 調査結果の概要「ギャンブル等依存症について」  

（１）ギャンブル等の経験 

「宝くじ（ロト・ナンバーズ等）」が 55.2% 

  ギャンブル等の経験について、「宝くじ（ロト・ナンバーズ等）」と答えた人の割合が 

55.2%と最も高く、続いて「パチンコ・パチスロ」（42.3%）、「競馬」（22.8%）の順とな

っている。 

  一方で、「ギャンブル等をしたことはない」と答えた人の割合は 26.7％となっている。 

（２）「ギャンブル等依存症」の認知度  

“聞いたことがある”が 97.2% 

「ギャンブル等依存症」の認知度について、「聞いたことがあり、内容もよく知ってい

る」（42.1%）と「聞いたことがあり、内容もある程度知っている」（47.6%）と「聞いたこ

とはあるが、内容までは知らない」（7.5%）を合わせた“聞いたことがある”と答えた人
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の割合は 97.2%となっている。  

一方で、「聞いたことがない」と答えた人の割合は 1.0%となっている。  

（３） 「ギャンブル等依存症」を知ったきっかけ 

「テレビ・ラジオ」が 87.8%  

「ギャンブル等依存症」を知ったきっかけについて、「テレビ・ラジオ」と答えた人の

割合が 87.8%と最も高く、続いて「新聞・雑誌」（40.8%）、「SNS（X（旧 Twitter）、LINE、

Instagram 等）・Web ページ等」（22.6%）の順となっている。 

（４） 「ギャンブル等依存症問題啓発週間」の認知度  

「知らない」が 95.2% 

「ギャンブル等依存症問題啓発週間」の認知度について、「知らない」と答えた人の割

合は 95.2%となっている。  

一方で、「知っている」と答えた人の割合は 3.2%となっている。  

（５） ギャンブル等によるトラブルに遭った場合の相談相手 

「家族」が 48.3% 

ギャンブル等によるトラブルに遭った場合の相談相手について、「家族」と答えた人の

割合が 48.3%と最も高く、続いて「公的な相談機関（市区町村窓口や精神保健福祉センタ

ー、保健所等）」（41.1%）、「友人・知人」（23.9%）の順となっている。 

 

【参考】2024 年度県政世論調査の結果について 

  https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/0000000110.html 
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愛知県ギャンブル等依存症対策推進に関する調査(抄) 

 

１ 調査の概要   

名 称 愛知県ギャンブル等依存症対策推進に関する調査 

目 的 愛知県ギャンブル等依存症対策推進計画改定の基礎資料とするため 

時 期 2025 年５月９日(金)～2025 年６月７日(土)[３０日間] 

方 法 記名自記式調査 

対 象 157 箇所[医療機関 22箇所・相談機関 135 箇所] 

回収状況 回収率 75.8％(157 箇所発送うち 119 箇所回収) 

 

２ 結果の概要 

（１）他機関との連携に必要な取組について 

  〇調査内容 

医療機関及び相談機関それぞれに対し、以下の機関と連携するにあたり必要と考える

取組について調査した。   
 連携の相手先 

医療機関向け調査 ①医療機関、②自助グループ 
相談機関向け調査 ①相談機関、②自助グループ、③他の相談機関、④関係事業者 

〇調査結果 

他機関との連携にあたっては、「相互の取組についての情報交換」や「連携にあたって

必要な情報等の明確化」を必要とする意見が多かった。 
 次いで、「連携会議による顔の見える関係の構築」を求める意見も多く、顔の見える関

係の構築をとおして、関係機関相互の取組や連携にあたって必要な情報を共有すること

も必要な取組であると考えられる。 

（２）相談や治療にあたっての課題及び行政に望む取組について 

  〇調査内容 

医療機関及び相談機関それぞれに対し、ギャンブル等依存症の相談や治療にあたって

の課題及びギャンブル等依存症対策にあたり行政に望む取組について調査した。 

〇調査結果 

   ギャンブル等依存症の相談や治療にあたっての課題は、「受診や相談が少ないこと」や

「背景に複合的な問題があること」をあげる意見が多かった。 
また、行政に望む取組として、「家族が相談できる場や学べる研修等の実施」や「総合

的な相談を行うワンストップ窓口の設置」が必要であるという意見が多かった。 

 

 

資料７ 


